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平成２２年度第３回　事業評価対象事業の一覧表

（事後評価）

No. 事業種名 事　業　名 完了年度 事後評価理由

1 河川事業 九頭竜川河川利用推進事業 Ｈ１７ 事業完了後５年以内

（再評価）

No. 事業種名 事　業　名
前回評価年度
（事業化年度等）

再評価理由

1 砂防事業 六甲山系砂防事業
Ｈ１７
（Ｓ１３）

④

2 道路事業 国道４２号那智勝浦道路
Ｈ１７
（Ｈ８）

④

3 道路事業 国道１６１号湖北バイパス
Ｈ１９
（Ｓ４８）

④

4 道路事業 国道２号神戸２号交差点改良
Ｈ１２
（Ｈ１３）

②

5 道路事業 国道９号笠波峠除雪拡幅
Ｈ１８
（Ｓ６２）

④

6 道路事業 国道２５号斑鳩バイパス
Ｈ１８
（Ｓ４７）

④

7 道路事業 国道２７号美浜東バイパス
Ｈ１７
（Ｈ３）

④

8
港湾整備
事業

和歌山下津港　本港地区
国際物流ターミナル整備事業

Ｈ１７
（Ｓ５０）

④

9
港湾整備
事業

大阪港　北港南地区
国際海上コンテナターミナル整備事業

Ｈ１７
（Ｈ１７）

②

［再評価理由］

①：事業採択後３年間が経過した時点で未着工の事業

②：事業採択後５年間が経過した時点で継続中の事業

③：準備・計画段階で３年間が経過している事業

④：再評価実施後３年間が経過している事業

⑤：社会情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業



事業評価対象事業の位置図

国道２７号美浜東バイパス

国道１６１号湖北バイパス

国道２５号斑鳩バイパス

国道４２号那智勝浦道路

国道２号神戸２号交差点改良

六甲山系砂防事業

大阪港北港南地区
国際海上コンテナターミナル整備事業

国道９号笠波峠除雪拡幅

和歌山下津港本港地区
国際物流ターミナル整備事業

：完了後の事後評価

九頭竜川河川利用推進事業


